
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月２５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

水流洗浄機

１　当該商品等の概要

○ 用途、機能、性能
　ノズルより噴射する水流で、対象物を洗浄する機器である。
　
○構造、仕様、意匠
　水槽等の水を付属のホースで吸引・加圧し、出水側ホース先端のノズルより噴射
する。
　移動用車輪を有する。
　水の吸引・加圧・吐出をするための電動ポンプを内蔵している。

　　定格：１００Ｖ、６００Ｗ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
一般家庭、商業施設等。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品の電動力応用機械器具の「電気ポンプ」として取り扱う。

（理由）
　電動力を応用して水を吸引、吐出する機器であることから、「電気ポンプ」とし
て取り扱うのが妥当と判断する。


